
参 考 資 料 

四街道市行政組織条例新旧対照表 

改正案 現 行 

 （設置）  （設置） 

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第158条第１項の規定により、

市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部及び職（以下「部

等」という。）を設置する。 

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第158条第１項の規定により、

市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部及び職（以下「部

等」という。）を設置する。 

危機管理監 危機管理監 

経営企画部 経営企画部 

総務部 総務部 

地域共創部  

福祉サービス部 福祉サービス部 

健康こども部 健康こども部 

環境部 環境経済部 

都市部 都市部 

 （事務分掌）  （事務分掌） 

第２条 部等の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。 第２条 部等の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。 

 危機管理監 （略）  危機管理監 （略） 

 経営企画部 

  ⑴～⑺ （略） 

  ⑻ デジタル化に関すること。 

 経営企画部 

  ⑴～⑺ （略） 

  ⑻ 情報化に関すること。 

 総務部  総務部 

  ⑴ （略）   ⑴ （略） 



   ⑵ コミュニティ及び防犯に関すること。 

  ⑵～⑸ （略）   ⑶～⑹ （略） 

 地域共創部  

  ⑴ 共創によるまちづくりに関すること。  

  ⑵ くらし安全及び交通に関すること。  

  ⑶ 産業振興に関すること。  

 福祉サービス部・健康こども部 （略）  福祉サービス部・健康こども部 （略） 

 環境部  環境経済部 

  ⑴・⑵ （略）   ⑴・⑵ （略） 

   ⑶ 農林業及び商工業に関すること。 

   ⑷ 消費生活に関すること。 

 都市部 （略）  都市部 （略） 

四街道市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例新旧対照表（附則第２項関係） 

改正案 現 行 

 （縦覧の場所及び期間）  （縦覧の場所及び期間） 

第４条 縦覧の場所は、次に掲げる場所とする。 第４条 縦覧の場所は、次に掲げる場所とする。 

 ⑴ 環境部  ⑴ 環境経済部 

 ⑵・⑶ （略）  ⑵・⑶  

２ （略） ２ （略） 

 （意見書の提出先及び提出期限）  （意見書の提出先及び提出期限） 

第６条 意見書の提出先は、次に掲げる場所とする。 第６条 意見書の提出先は、次に掲げる場所とする。 

 ⑴ 環境部  ⑴ 環境経済部 

 ⑵ （略）  ⑵ （略） 



２ （略） ２ （略） 

   


